
2026年ねんきんカレンダー

●年金支払通知書は、原則年１回（６月）、６月支給における支給額を記載して送付します。その後は支給額等に変更（２月期
における端数額の上乗せを除きます。）がある都度送付します。

●書類の送付時期は、変更となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
●年金受取金融機関や年金関係書類の送付先等の各種変更届は、本部でお受けしていますので、裏面に記載されている年
金相談窓口にお問い合わせください。

月

13日

15日

15日

14日

15日

15日

年金支給日（12月・1月分）

年金支給日（2月・3月分）

年金支給日（4月・5月分）

年金支給日（6月・7月分）

年金支給日（8月・9月分）

年金支給日（10月・11月分）

中旬
● 令和7年分の所得税の確定申告期間
令和8年2月16日（月）～3月16日（月）

上旬
● 年金支払通知書（年1回）を発送予定
● 年金額改定・支給額変更通知書を発送予定
● 年金受給者だより（No.106）を発送予定

上旬 ● 令和9年分の扶養親族等申告書を送付予定（※）
※退職（共済）年金または老齢厚生年金受給者の方のみ送付

送付する書類など年金定期支給関係

中旬
● 令和8年分の源泉徴収票を発送予定（※）
※退職（共済）年金または老齢厚生年金受給者の方のみ送付

● 年金受給者だより（No.107）を発送予定
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1月

ご自身のスマートフォンやパソコンから当組合ホーム
ページにある「年金相談チャットボット」のバナーを
クリックするだけで、24時間365日いつでもご利用い
ただけます。

年金制度や申請手続きなどに関するご質問に対して、
AIが質問に応じた回答候補を提示するもので、例えば、
以下のような内容についてご案内しています。

当組合ではAIチャットボットによる年金相談サービスを開始しています。

※本サービスは一般的、定型的な質問の回答を行います。お客様の年金記録等に基づく、個別のご質問へは回答できませんので、
名前や基礎年金番号等の個人情報は入力しないでください。

●各種届出の提出方法や必要書類
●年金・給付に関するご質問

よくあるご質問や手続き方法の確認が、24時間いつでも可能に
便利にAIチャットボットで

もっともっと
スムーズに

ボタンはこちら

サービス内容1 2 ご利用方法



お問い合わせ先
地方職員共済組合本部

年金相談窓口 03-3261-9850
お問い合わせの際には、「年金証書記号番号（８５９４から始まる番号）」および

西暦による生年月日の分かるものをお手元にご用意ください。

年金関係様式の送付自動受付サービス（24時間・365日受付）

相談員による電話受付時間

相談員との通話を
ご希望の方は音声
案内の途中でも
　 を押すと相談員
につながります。
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年金相談窓口に電話をする 03-3261-985011

音声案内が操作を説明します

年金相談窓口の相談員におつなぎします！

2

3

月曜日～金曜日
曜日・時間帯別の電話混雑状況について（お願い）

比較的つながり
やすいです

10:00～ 12:00

比較的つながり
やすいです

13:00～ 15:00

混雑しています

9:00～ 10:00

やや混雑しています

12:00～ 13:00

やや混雑しています

15:00～ 17:00

年金相談窓口に電話をする 03-3261-985011

音声案内が操作を説明します2

書類をお送りします請求完了！5

4 ● ご自身の「８５９４」から始まる年金証書記号番号（１４桁）を押す
● 西暦による生年月日を８桁で入力する
  （例：昭和３０年１月１日生まれの場合→１９５５０１０１）

請求する書類の該当番号を押す3

年金受取機関の変更届

プッシュ番号 1

前年分の源泉徴収票

プッシュ番号 2
年金証書・改定通知書・
支払通知書の再交付

プッシュ番号 3

扶養親族等申告書

プッシュ番号 4

書類名 書類の内容

年金を受け取る金融機関の変更

前年分の源泉徴収票の再発行
※前年分の他、複数年分再交付をご希望の方は、年金相談窓口の相談員まで
お申し出ください

紛失・破損等による年金証書等の再交付を依頼するための申請書

当年分の扶養親族等申告書の再送付

年金受取機関の変更届

前年分の源泉徴収票

年金証書・改定通知書・支払通知書の再交付

扶養親族等申告書

各種申請書等のご依頼は、年金関係様式の送付自動受付サービスをご活用ください。

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前９時から午後５時まで


